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衆
議
院
議
員
滝
実
君
提
出
赤
字
国
債
発
行
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

先
般
、
政
府
・
与
党
会
議
で
決
定
し
た
「
安
心
実
現
の
た
め
の
緊
急
総
合
対
策
」
（
平
成
二
十
年
八
月
二
十
九
日
「
安
心

実
現
の
た
め
の
緊
急
総
合
対
策
」
に
関
す
る
政
府
・
与
党
会
議
、
経
済
対
策
閣
僚
会
議
合
同
会
議
決
定
。
以
下
「
総
合
対
策
」

と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
財
政
健
全
化
路
線
の
下
、
真
に
必
要
な
対
策
に
財
源
を
集
中
す
る
な
ど
旧
来
型
の
経
済
対
策
と

は
一
線
を
画
す
る
こ
と
と
し
、
で
き
る
限
り
新
規
国
債
発
行
額
を
抑
制
し
、
財
政
規
律
を
堅
持
す
る
と
の
基
本
的
な
考
え
方

が
示
さ
れ
て
い
る
。

ね
ん

平
成
二
十
年
度
補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
こ
と
等
も
踏
ま
え
、
既
存
の
歳
出
を
見
直
す
中
で
最
大
限
の
財
源
捻

出
の
努
力
を
行
う
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
赤
字
国
債
を
発
行
し
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
財
政
規
律
を
維
持
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
日
本
経
済
の
進
路
と
戦
略－

開
か
れ
た
国
、
全
員
参
加
の
成
長
、
環
境
と
の
共
生－

」
（
平
成
二
十
年
一
月

十
八
日
閣
議
決
定
）
の
参
考
試
算
の
作
成
に
当
た
っ
て
用
い
た
「
経
済
財
政
モ
デ
ル
（
第
二
次
再
改
定
版
）
」
（
平
成
二
十

一



年
三
月
内
閣
府
公
表
）
に
お
け
る
乗
数
表
を
用
い
て
、
一
定
の
仮
定
の
下
で
計
算
す
る
と
、
公
共
投
資
に
つ
き
国
内
総
生
産

の
一
パ
ー
セ
ン
ト
相
当
を
継
続
的
に
増
額
す
る
よ
う
な
政
策
に
つ
い
て
、
公
債
等
残
高
の
対
国
内
総
生
産
比
率
（
以
下
、「
比

率
」
と
い
う
。
）
は
、
当
初
の
一
年
目
及
び
二
年
目
は
低
下
す
る
が
、
三
年
目
以
降
上
昇
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
三
年

目
以
降
上
昇
す
る
の
は
、
公
共
投
資
の
継
続
的
な
増
額
に
よ
り
、
比
率
の
分
子
で
あ
る
公
債
等
残
高
は
拡
大
し
続
け
る
一
方
、

分
母
で
あ
る
国
内
総
生
産
の
拡
大
は
一
定
程
度
に
抑
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
参
考
試
算
に
お
い
て
、
試
算
期
間
中
、
歳
出
削
減
ケ
ー
ス
Ｂ
の
比
率
が
歳
出
削
減
幅
の
よ
り

大
き
い
歳
出
削
減
ケ
ー
ス
Ａ
の
比
率
を
下
回
る
の
は
、
右
で
述
べ
た
性
質
が
現
れ
る
ほ
ど
試
算
期
間
が
十
分
に
長
く
な
い
た

め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
歳
出
削
減
ケ
ー
ス
Ｂ
で
は
、
歳
出
削
減
ケ
ー
ス
Ａ
に
比
べ
、
国
・
地
方
の
基
礎
的
財
政
収
支
の
対
国
内
総
生
産
比

率
の
赤
字
に
つ
い
て
は
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

三
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て

我
が
国
の
財
政
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
の
赤
字
国
債
の
発
行
等
に
よ
っ
て
、
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
長
期
債
務
残
高
が
先
進

国
中
最
悪
の
水
準
に
あ
る
な
ど
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
「
経
済
財
政
運
営
と
構
造
改
革
に
関
す
る
基
本
方
針
二
〇
〇

二



六
」
（
平
成
十
八
年
七
月
七
日
閣
議
決
定
）
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
を
放
置
す
れ
ば
、
将
来
世
代
へ
の
負
担
の
先

送
り
と
い
う
世
代
間
格
差
の
問
題
を
深
刻
化
さ
せ
、
ま
た
、
財
政
の
持
続
可
能
性
に
対
す
る
疑
念
の
高
ま
り
が
経
済
成
長
自

体
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
財
政
再
建
は
当
然
の
課
題
で
あ
る
が
、
経
済
成
長
な
く
し
て
財
政
再
建
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
我
が

国
経
済
の
持
続
的
で
安
定
し
た
繁
栄
を
目
的
と
し
、
財
政
再
建
に
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た
い
。

今
回
の
総
合
対
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
こ
と
等
も
踏
ま
え
、
そ
の
財
源
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
年

度
補
正
予
算
で
は
赤
字
国
債
を
発
行
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
既
定
経
費
の
削
減
等
に
よ
り
確
保
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三


